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別 紙 

会 議 の 経 過 
平成２９年９月６日（水）  

午 前 ９時２８分 開議  

 

◎ 開会・開議の宣言 

○議長（泉 敏夫君） それでは、皆さん、おはようございます。 

 ちょっと定刻より若干早いようでございますけれども、全員そろわれましたので、定例会を始め

たいと思います。 

 ９月定例会が招集となりました。本定例会は、平成２９年度一般会計補正予算をはじめ、各種条

例改正や平成２８年度歳入歳出決算認定など、重要な案件を審議する議会であります。議員の皆様

方には、議会運営につきましてご協力を賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

 まず初めに、町長より招集の挨拶を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

 平成２９年第３回伊根町議会定例会招集に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ９月の声を聞きまして、一気に朝夕涼しさを感じるようになりました。二十四節季では、間もな

く涼風に一瞬肌寒さを感じる白露となるわけでございます。例年、この季節は台風の襲来を警戒し

なければならない時期でございます。しかしながら、近日中に、近いうちに日本近海に接近するよ

うな台風はないようでございます。 

 そうではありますが、本年は既に８月に台風第５号が近畿地区を縦断し、本町でも避難勧告を発

令するなど大きな影響を受けたわけでございます。幸いにして人的被害はありませんでしたが、収

穫前の農産物に冠水被害があり、また町道など公共施設の一部にも被害がありました。既に臨時議

会で、復旧に関する補正予算をご可決いただきましたので、それによって災害復旧事業を進めてお

るところでございます。 

 去る９月１日、本庄地区を対象に本年度の防災訓練を実施いたしました。豪雨による土砂災害の

危険性を対象にした避難訓練で、防災無線とエリアメールを使用し、対象の皆さんに避難を勧告、

それに従って避難行動をとっていただいたものでございます。当日は、伊根町消防団と宮津警察署

の協力をいただき、地域住民１４２名の方が参加し、避難行動をとっていただきました。参加者の

皆さんは積極的でスムーズに避難行動をとっていただいたわけでございまして、このように訓練を

繰り返すことでいざというときの意識の向上、速やかなる避難行動が可能になるものと思います。 

 まだしばらくの間、台風シーズンが続きます。これ以上の被害がないことを願い、警戒を怠らず

対応してまいりたいと考えております。 

 本定例会にご提案申し上げますのは、平成２８年度歳入歳出決算認定、平成２９年度補正予算が

４件、条例の一部改正が１件、工事請負契約、人事案件がそれぞれ１件でございます。そして、そ

の他が４件でございます。議案等の内容につきましては、提案理由によりご説明申し上げますので、

ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、本定例会開会のご挨拶といたします。 

○議長（泉 敏夫君） ただいまの出席議員は全員です。 

 ただいまから平成２９年第３回伊根町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、議長において 

           ２番、藤 原 正 人 君 

           ６番、大 谷   功 君を指名します。 

 以上の両議員に差し支えのある場合は、次の号数の議席の議員にお願いいたします。 
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◎ 日程第２ 会期の決定 

○議長（泉 敏夫君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

 去る８月３０日の議会運営委員会で協議の結果、今期の定例会の会期は、本日から９月２２日ま

での１７日間ということで決定いただきました。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２２日までの１７日間としたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２２日までの

１７日間ということで決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付の会期及び審議予定のとおりであります。 

 

◎ 日程第３ 諸般の報告 

○議長（泉 敏夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 陳情書１件、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、諸会議等への議員等の出席された状況は、公務報告のとおりでございます。 

 監査委員さんから報告のあった例月出納検査結果については、事務局で保管しておりますので必

要な方は閲覧ください。 

 次に、私のほうから簡単に報告させていただきます。 

 日にちが前後いたしますが、昨日府政懇談会がございまして、５町が要望事項について知事に対

しまして要望を行いました。伊根町といたしましては、漁業の存続と継続的に推進するため新規漁

業者の就業についてという題目で質問をさせていただきました。答弁としては、かなりよかったん

ではないかなというような感触を得て帰ってまいりました。 

 続きまして、８月２５日金曜日、京都府後期高齢者医療広域連合第２回定例会がありました。内

容につきましては、副広域連合長の選出及び監査委員の選出でございました。副連合長は、和束町

の堀忠雄さん、京都市副市長の村上さん、それから監査委員につきましては、木津川市の長岡さん、

城陽市の川村さんでございます。平成２９年度の後期高齢者医療特別会計補正予算は、全員多数に

て可決しました。２８年度の一般会計歳入歳出決算につきましてと同じく２８年度の後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定につきましても、多数の賛成者により可決しました。後期高齢者医

療に関する一部条例に関しても、全員で賛成可決となりました。 

 以上で、私からの諸般の報告を終わります。 

 次に、上辻総務委員長から総務委員会について報告をお願いします。８番、上辻亨君。 

○８番（上辻 亨君） ６月１３日に総務委員会をしました。事件といたしまして、管外視察の行

き先についてを協議いたしました。また、その他について、今後の取り組みについて協議し、散会

をしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（泉 敏夫君） 最後に、松山産業建設委員長から産業建設委員会についての報告をお願い

します。４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） 産業建設委員会といたしまして、６月１３日に会議を持ち、管外視察の研

修について、それから提言についての話し合いを行いました。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎ 日程第４ 行政報告 

○議長（泉 敏夫君） 日程第４、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出がありました。平成２８年度伊根町財政健全化判断比率の報告及び平

成２８年度伊根町公営企業会計資金不足比率の報告についてをお願いします。鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 平成２８年度伊根町財政健全化判断比率の報告及び平成２８年度伊根

町公営企業会計資金不足比率の報告について説明（担当課長説明記載省略） 
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○議長（泉 敏夫君） 次に、坂中代表監査委員から審査報告をお願いします。坂中代表監査委員。 

○代表監査委員（坂中宗一郎君） 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員

の審査に付されました平成２８年度伊根町一般会計及び対象となる特別会計に係る実質赤字、連結

実質赤字、実質公債費、将来負担、資金不足の比率等について、本年８月２４日に審査を実施しま

したので報告をいたします。 

 それでは、審査意見書に基づいて監査委員の審査報告を行います。 

 初めに、財政健全化審査につきましては、町長から提出されました健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼に審査を行いました。審

査の結果としまして、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

適正に作成されているものと認めました。 

 実質赤字比率は、早期健全化基準１５％に対して赤字はございません。 

 連結実質赤字比率も、早期健全化基準２０％に対して赤字はございません。 

 実質公債費比率は７．２％であり、早期健全化基準２５％を下回っております。 

 将来負担比率は、早期健全化基準３５０％に対して将来負担比率はございません。 

 是正改善を要する事項としましては、特に指摘事項はございません。 

 次に、経営健全化審査につきましては、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類が適正に作成されているかどうかを主眼に審査を行いました。審査の結果としまして、資金不

足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認

めました。 

 簡易水道特別会計、下水道事業特別会計の２事業とも資金不足はなく、良好な状態と認めます。

是正改善を要する事項としましては、特に指摘事項はございません。 

 以上をもって財政の健全化及び経営の健全化に関する審査報告といたします。 

○議長（泉 敏夫君） 平成２８年度伊根町財政健全化判断比率の報告及び平成２８年度伊根町公

営企業会計資金不足比率の報告を終わります。 

 

◎ 日程第５ 議案第６０号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第５、議案第６０号 平成２８年度伊根町歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６０号 平成２８年度伊根町歳入歳出決算認定についてでございま

す。 

 一般会計及び７特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 

 平成２８年度は、本町の入り口に防犯カメラの設置を行い、犯罪ゼロのまちを目指したまちづく

りを進めるとともに、地域福祉計画の策定や福祉人材の確保など地域福祉の推進を図りました。ま

た、下水道使用料を改定し、既に実施している簡易水道使用料とあわせて公共料金の低減化を図り、

実感できる暮らしやすさの実現に努めました。観光関連事業では、海の京都関連施設や町営駐車場

の整備など観光客の受け入れ態勢の充実を図りました。今後も、町民ニーズを的確に捉え、地域の

活性化に向けさらに努力する所存でございます。 

 それでは、お手元の平成２８年度歳入歳出決算の決算総括表をお願い申し上げます。 

 金額は千円単位で報告いたしますので、ご了承願います。 

 一般会計では、収入済額３５億４，０９６万５，０００円、支出済額３３億４２６万

８，０００円、差引残額２億３，６６９万６，０００円、うち明許繰越額１億７４５万円。 

 国民健康保険特別会計事業勘定では、収入済額３億７，１０８万９，０００円、支出済額３億

７，０３２万１，０００円、差引残額７６万８，０００円。 

 伊根診療所勘定では、収入済額８，５４５万５，０００円、支出済額７，６９０万９，０００円、

差引残額８５４万５，０００円。 

 本庄診療所勘定では、収入済額５，９０２万５，０００円、支出済額５，８９７万８，０００円、
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差引残額４万７，０００円。 

 簡易水道特別会計では、収入済額１億１，９２０万８，０００円、支出済額１億１，８９６万

３，０００円、差引残額２４万５，０００円。 

 下水道事業特別会計では、収入済額１億２，５２６万６，０００円、支出済額１億２，５１０万

５，０００円、差引残額１６万１，０００円、うち明許繰越額５万円。 

 財産区特別会計では、収入済額２９６万８，０００円、支出済額も同額で、差引残額なしでござ

います。 

 介護保険特別会計保険事業勘定では、収入済額３億９，６０７万４，０００円、支出済額３億

８，５４９万１，０００円、差引残額１，０５８万３，０００円。 

 介護サービス事業勘定では、収入済額３７０万１，０００円、支出済額１５８万２，０００円、

差引残額２１１万９，０００円。 

 訪問看護事業特別会計では、収入済額２，２９７万５，０００円、支出済額２，２０９万

８，０００円、差引残額８７万６，０００円。 

 後期高齢者医療特別会計では、収入済額３，５６４万９，０００円、支出済額３，５５９万

９，０００円、差引残額５万円。 

 以上、一般会計及び７特別会計決算について提案説明といたします。 

 なお、８日の全員協議会にて、各担当課長等より決算付属書により事業の結果、効果等について

ご説明申し上げますので、ご審議の上、ご認定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 坂中代表監査委員より、平成２８年度伊根町歳入歳出決算審査報告をお願

いします。坂中代表監査委員。 

○代表監査委員（坂中宗一郎君） しばらくの間、時間をいただきまして、これより審査意見書に

基づき決算審査報告をさせていただきます。 

 平成２８年度伊根町一般会計及び各特別会計の決算審査につきまして、地方自治法第２３３条第

２項、同法第２４１条第５項の規定に基づき、決算及び基金の運用状況について審査をしましたの

で、その結果に基づき監査委員としての意見を申し上げます。 

 なお、既に皆さんのお手元に審査意見書が配付されておりますので、この意見書を基本に申し述

べます。 

 １、審査を行った日は、平成２９年７月１１日を初日に９日間行い、９月１日に町長に審査意見

書を提出いたしました。 

 ２、審査の対象は、平成２８年度伊根町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに各種基金の

管理運用状況などであります。 

 ３、審査の方法でありますが、審査に当たっては、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書及び

決算付属書に基づき、その計数が正確であるか、予算の執行が適正に行われているか、財務に関す

る事務が法令に準拠して処理されているかなどの点について審査をいたしました。 

 ４、審査の結果でありますが、審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書は、いず

れも関係法令等に準拠して作成されており、計数はそれぞれの関係諸帳票及び資料と照合しました

結果、誤りがないものと認められました。 

 また、基金の運用状況は、その設置目的に沿って適正に運用され、計数は正確であると認めまし

た。 

 ５、総括概要でありますが、一般会計、特別会計の全会計を通じての歳入決算額は４７億

６，２３８万円で、前年度に比べ５．５％の減となっており、予算現額に対する収入率は

９２．４％でありました。 

 歳出決算額は４５億２２８万７，０００円で、前年度に比べ６．７％の減となっており、予算現

額に対する執行率は８７．４％でありました。 

 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は２億６，００９万３，０００円となっており

ますが、この中には事業費の一部を繰り越したことに伴い、その財源として翌年度へ繰り越すべき

１億７５０万円が含まれておりますので、実質収支はこれを差し引いた１億５，２５９万

３，０００円でございます。 
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 限られた財源を重点的に配分し、効率的で迅速な事務執行により、各会計とも黒字の決算で翌年

度に引き続くことができたと考えますが、不用額が多額であるため、予算積算のさらなる精査を図

られたいと存じます。 

 次に、６、各特別会計の審査の概要でありますが、第１、一般会計、（１）財政収支の状況であ

りますが、平成２８年度における一般会計決算額は、歳入総額３５億４，０９６万５，０００円、

前年対比３，１４２万円の増、歳出総額３３億４２６万９，０００円、前年対比１，８５９万

２，０００円の減で、２億３，６６９万６，０００円の黒字決算でありますが、翌年度へ繰り越す

べき財源１億７４５万円を差し引きますと、実質収支は１億２，９２４万６，０００円の黒字決算

であります。 

 主要財務比率につきましては、経常収支比率が前年度より１．６ポイント上昇し、８５．４％と

なり、実質公債費比率は前年度より０．４ポイント下降し、７．２％となりました。 

 （２）歳入でありますが、決算額は、前年度に比べ３，１４２万円増額の３５億４，０９６万

５，０００円となっておりますが、そのあらましは意見書に示すとおりであります。また、町税等

で滞納処分をすることができる財産がないこと等により、地方税法第１５条の７第１項第１号等に

より１４３万４，０００円が不納欠損処理されております。 

 （３）歳出決算額は、前年度に比べ１，８５９万２，０００円減額の３３億４６２万

８，０００円であります。内容につきましては、個々の説明は省略をいたしますが、予算現額に対

する執行率は８５．３％であります。 

 次に、（４）財政援助団体監査でありますが、本年度は伊根町社会福祉協議会と京都府北部地域

連携都市圏振興社伊根地域本部への現地監査を実施し、平成２８年度の補助金及び委託事業の監査

を実施いたしました。委託金及び補助金の事務処理について、審査体制の強化等の改善について指

導を行ったところであります。 

 次に、第２、特別会計、（１）国民健康保険特別会計、①事業勘定でありますが、歳入総額３億

７，１００万９，０００円、歳出総額３億７，０３２万１，０００円で、差し引き７６万

８，０００円を翌年度へ繰り越すものであります。 

 ②伊根診療所、③本庄診療所勘定については、意見書記載のとおりでございますが、伊根診療所

につきましては、昨年度に引き続き繰り入れはございませんでした。 

 （２）簡易水道特別会計は、歳入総額１億１，９２０万８，０００円、歳出総額１億

１，８９６万３，０００円で、差し引き２４万５，０００円を翌年度へ繰り越すものであります。 

 （３）下水道事業特別会計は、歳入総額１億２，５２６万６，０００円、歳出総額１億

２，５１０万５，０００円で、差し引き１６万１，０００円でありますが、翌年度へ繰り越すべき

財源５万円を差し引きますと、実質収支は１１万１，０００円となっております。 

 次に、（４）財産区特別会計、（５）介護保険特別会計、（６）訪問看護事業特別会計、（７）

後期高齢者医療特別会計については、意見書の記載のとおりであり、特に申し上げることはござい

ません。 

 次に、第３、基金の運用状況等でございますが、平成２８年度末における伊根町が保有する基金

の運用状況、有価証券、出資、出捐金による権利については、いずれも相違ないことを認めました。 

 平成２７年度末基金の残高は２５億４１９万１，０７７円で、平成２８年度中に３億７１２万

５，８４６円の積み増しと１億４４２万３，７４０円の取り崩しにより、平成２８年度末全基金の

残高は２７億６８９万３，１８３円となりました。 

 第４、審査の個別的意見でありますが、（１）起債残高でありますが、全会計を通じての起債残

高は５６億９，６１５万７，０００円、前年度末より３億９，９７８万８，０００円の増額となり、

主なものは一般会計では観光交流施設建設、町道改良事業等で４億８，９１９万円の増額となり、

特別会計では８，９４０万２，０００円の減額となりました。 

 （２）財産の管理等については、財産登記について専門の職員を雇用することにより、平成

２８年度末登記物件１６２件を処理されており、高く評価するものであります。今後も、財産管理

の面からも重要でありますので、引き続きその進捗に努力されたいと存じます。 

 （３）収入未済額の徴収でありますが、全会計における収入未済額は別表のとおりであります。
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実質的な収入未済額は前年度末より減少をしております。主なものは、町税、使用料及び手数料等、

国民健康保険税、簡易水道使用料及び手数料、下水道使用料及び手数料については収納率に改善が

見られております。また、住宅使用料では１００％収納が達成されています。暮らしの資金貸付金、

介護保険料については収納率が下がっております。 

 第５、総括でありますが、平成２８年度決算の起債現在高は、前年度と比較して３億

９，９７８万８，０００円増額していますが、町道改良や観光交流施設建設等によるものであり、

基金は２億２７０万２，０００円の増額で、財政面から見ても堅実で良好な決算であると判断をい

たしました。 

 今後も、人口の減少などで地方交付税の減額要素もあることから、引き続き財政運営は厳しい状

況が続くと推測をされます。 

 また、時代の要請に的確に対応し、持続可能な町政運営のためにも財政基盤の強化に努められる

とともに、各施策、事業の緊急性、必要性、重要性等も見きわめた上で、限られた財源の重点配分

と効率的、効果的な支出に工夫を重ねられ、住民ニーズに対応したよりよいサービスの提供と福祉

の向上に努められたいと存じます。本町が目指すひとが活き生きの実現に向けて第５次伊根町総合

計画を着実に推進し、次代に誇りを持ってつなぐことができるまちづくりを強く期待をするもので

あります。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） 以上で平成２８年度伊根町歳入歳出決算審査報告を終わります。 

 なお、平成２８年度伊根町歳入歳出決算については、９月８日に全員協議会にて、決算付属書に

より細部説明を行います。 

 

◎ 日程第６ 議案第６１号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第６、議案第６１号 平成２９年度伊根町一般会計第４回補正予算を

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） それでは議案第６１号 平成２９年度伊根町一般会計第４回補正予算につ

いてご説明申し上げます。 

 １ページをお願い申し上げます。 

 歳入歳出予算総額に２，４０４万７，０００円を追加し、２９億８，３５７万９，０００円とす

るものでございます。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 １款町税 １項町民税５２４万６，０００円の増額です。平成２９年度の所得割が増額となる見

込みでございます。 

 １０款１項地方交付税３，０４１万５，０００円の増額でございます。今年度の普通交付税は

１２億６，００９万３，０００円と決定をいたしました。 

 １４款国庫支出金 １項国庫負担金３０万円の増額は、未熟児養育医療給付費負担金でございま

す。 

 ２項国庫補助金１８万円の増額は、マイナンバーカード交付事業費補助金でございます。 

 １５款府支出金 １項府負担金１５万円の増額は、未熟児養育医療給付費負担金でございます。 

 ２項府補助金２６万６，０００円の増額は、丹後半島振興広域連携促進事業費補助金の減額、地

域包括ケア総合交付金の増額などでございます。 

 １６款財産収入 １項財産運用収入１６万円の増額は、普通財産貸付料で旧本庄診療所医師住宅

の地元農業団体への貸し付けを行うものでございます。 

 ２１款１項町債１，２６７万円の減額は、漁港ストックマネジメント事業と筒川文化センターエ

アコン改修が起債対象外となったもの、さらに臨時財政対策債の算定により額が確定したことによ

るものでございます。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 今回は、４月の人事異動に伴う人件費の整理を行っておりますので、その部分については説明を
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省略いたします。 

 １款１項議会費２６８万８，０００円の減額です。 

 ２款総務費 １項総務管理費１，５７５万４，０００円の増額は、財産管理費で旧本庄診療所医

師住宅を貸し出すに当たって一定の整備を行うもの、企画費で新たなビジネスの展開を地方で検討

する都市部の事業者が町内を訪れる機会を創出するため、サテライトオフィス誘致の可能性を検討

する委託費などを計上しているほか、耳鼻区、立石区の集会所施設整備に対する自治振興補助金と、

諸費で防犯カメラの２台分の工事費を計上したものなどでございます。 

 ２項徴税費４４９万４，０００円の減額です。 

 ３項戸籍住民基本台帳費１２２万２，０００円の減額は、戸籍総合システムの１市２町での共同

サーバー管理を行うため、更新予定であった単独でのリース料を半減し、通信環境を整備するため

の経費を計上したことなどによるものでございます。 

 ３款民生費 １項社会福祉費１，４５０万３，０００円の増額は、人件費のほか国保事業勘定へ

の繰出金によるものでございます。 

 ２項児童福祉費７６８万９，０００円の減額です。 

 ３項国民年金費２９０万５，０００円の減額でございます。 

 ４款衛生費 １項保健衛生費８２２万２，０００円の増額は、特別会計繰出金の増額などでござ

います。 

 ２項清掃費３７万３，０００円の増額でございます。 

 ６款農林水産業費 １項農業費１，０２２万５，０００円の減額。 

 ２項林業費１００万２，０００円の増額は、有害鳥獣対策費でニホンザル巡回監視をレンタル車

両から購入に切りかえる備品購入費などでございます。 

 ３項水産業費４万３，０００円の減額。 

 ７款１項商工費１４８万７，０００円の減額は、人件費の減額のほか浦嶋公園管理費で電気関係

設備の見直しのための設計委託費の計上などによるものでございます。 

 ８款土木費 １項土木管理費５４４万７，０００円の増額です。 

 ２項道路橋りょう費５２２万３，０００円の増額は、未登記の町道用地の登記業務委託料などで

ございます。 

 ５項公園費９５万７，０００円の増額は、伊根浦公園の大型バス区画を１台分から２台分へ拡大

するための工事費でございます。 

 ９款１項消防費２８０万８，０００円の増額は、ポンプ車等機材の修繕費と防災倉庫の消防法対

応工事費の増額によるものでございます。 

 次に、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 １０款教育費 １項教育総務費２１万４，０００円の減額。 

 ２項小学校費４万９，０００円の増額。 

 ４項社会教育費５３万５，０００円の増額は、本庄地区公民館の玄関タイル修繕と筒川文化セン

ター改修費の増額でございます。 

 ５項保健体育費１４万１，０００円の増額は、桜が丘運動公園のあずまや撤去経費でございます。 

 次に、８、９ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債の補正です。歳入のところでも申し上げましたが、変更の臨時財政対策債は算定

により額が確定したもの、廃止２件は起債対象外となったものでございます。 

 細部につきましては、担当課長等からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第６１号 平成２９年度伊根町一般会計第４回補正予算について

説明（各担当課長説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これで全科目説明が終わりましたので、１１時まで休憩をいたします。そ

の後、質疑に入りたいと思います。 

休憩 １０時５０分 
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再開 １１時０１分 

○議長（泉 敏夫君） 再開いたします。 

 再開前に、説明修正がございましたので受けたいと思います。梅﨑次長。 

○教育次長（梅﨑 良君） 申しわけございません。先ほど桜が丘運動公園管理運営費と本庄地区

公民館の管理運営費の中での工事費の関係で、誤った説明をいたしました。 

 正しくは、それぞれの工事に要しますところの工事費を計上させていただいておりますというよ

うに訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） １６、１７なんですが、情報発信事業ですか、普通旅費というふうになっ

ているんですが、先ほども訴訟云々という問題があったと思うんですが、もう一人の方についても、

この旅費はいいんですが、予算上、新たな事業をするということでお金が上がっていたかと思うん

ですが、いつぐらいに新しい事業を展開されるのか、今どこかでバイトとかをされているようです

が、そういったところをちょっとお聞かせ願いますか。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 昨年度、地域おこし協力隊２名の終了者がいらっしゃいまして、

先ほど訴訟の関係では、お一人の方に係る部分で申し上げたところです。 

 同じ事業で、今年度も一定１００万円の予算化をさせていただいているところでございますが、

本人の申請については早い段階から、うちのほうからこういう準備があるのでという手続上の仕組

みについてはお話をさせていただいておりますので、今、伊根町としましてはその申請を待ってお

るという状況でございます。 

○議長（泉 敏夫君） ４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） 勘違いしていたのかもしれないんですけれども、この普通旅費というのは

地域おこし協力隊を終わられた方が研修に出られるという話ではないんですか。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 今回の補正をお願いしております部分については、伊根町が雇用

しております現在の地域おこし協力隊に係る部分でございます。 

○議長（泉 敏夫君） ３番、濱野茂樹君。 

○３番（濱野茂樹君） １４、１５ページの普通財産貸付料、こちらについての１６万円の算定根

拠並びにこちらを使用される団体の方が、例えばその方たちが行事を開催して、その参加された方

が宿泊されて、その費用をそちらで取られた場合とか、そういったことも可能になるのかどうか、

その辺についてお聞かせ願います。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 科目のほうは普通財産のほうですが、協議のほうは地域整備課の

ほうで進めましたので、ただいまの質問についてご回答いたします。 

 まず貸付料でございますが、伊根町のほうで適正な単価で貸し付けしないと議会案件になるとい

うことで、単価としては適正な価格で貸し付けをしております。 

 その内容につきましては、まず建物につきましては、これが平成５年に竣工した施設でございま

して、その補助要件２２年を経過しておりますので、現在、償却資産等の耐用年数は過ぎておると

いうことで、未償却残額としては、建物については年１円と算定されているという方向で積算をし

ております。 

 また改修費を計上しております、八十何万。これにつきましては、中を確認しまして、その借り

受ける団体と一緒に確認しまして、こことここを直したら使えるなということで、必要最小限の改

修費を計上しています。 

 団体としましては、最低５年は借りたいということでしたので、５年間で割り戻した分を貸付料

に加算しております。 

 また、土地につきましても、その財産の相当額ということで、年間２万円余りの価値があるとい

うことで、それも月割りに直して加算しております。 

 それから、合併浄化槽がございますので、この管理は貸し付けるほう側で管理するということで、
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その年間７万３，０００円、これについても１２カ月で割り戻して加算をしております。 

 これらを合計しますと、端数も出ますが２万少しになりましたので、２万円の賃貸料ということ

で貸し付けをするということで、８月から、今年度につきましては来年の３月までの８カ月分につ

いて計上したところでございます。 

 また、ここの活動でございますが、主に２３年度から立命館大生と一緒に電柵を張ったりとか、

地域の行事に参加していただいたりとか、もちろん、うみゃーもん祭りにも出てきていただいてお

りますし、それから薦池大納言の農作業の手伝いとか、いろいろ地域内で活動されておりましたが、

今回大学のほうで活動が認められまして、抜本的に支援もいただけるということで、立命館大学生

と地域とが協働して伊根町の活性化、それから大学生は１７名の会員がおるんですが、さらにはそ

の方たちが外国人留学生なども連れてきて、例えば本庄小学校で英語教育の英語になじむ、住民と

の接しをするとか、いろいろな学生目線での提案をいただくということで、年に不定期にかなりの

数が来る予定をしております。これらの活動拠点としてもやっぱり場所が必要ということで相談し

た結果、この空き施設を貸してほしいということで、今回賃貸契約を結んで貸し出すということに

なったものでございます。 

 それから、あと、誰か宿泊して料金を取るとかそういうことは一切聞いておりませんが、恐らく

それはないと思っております。基本的に泊まられるのは、大学生、留学生がこちらで活動する際に

泊まられるというふうに思っております。そのあたりについては、後ほどまた確認をしておきたい

と思いますが、それ以外の方が泊まられて家賃を取るようなことがないようにということは、しっ

かりと指導していきたいと考えております。 

○議長（泉 敏夫君） ３番、濱野茂樹君。 

○３番（濱野茂樹君） 一般企画費のサテライトオフィスの件について、もう少し詳細な説明のほ

うを求めたいと思います。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 先ほどの説明では十分じゃなかったということで、再度説明をさ

せていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように、実は今回のサテライトオフィスとして使うオフィスは、現段階

では、舟屋日和の空きスペースを活用したサテライトオフィスとしての活用をしようと思います。

そこのオフィスとして活用できるための備品、それからＷｉ－Ｆｉに係る整備ですとか、必要な備

品等を伊根町が準備をするという条件になっておりまして、その分を伊根町が整備をしようという

ふうに考えております。 

 そこへ企業が入ってきまして、具体的には、伊根町内で一次産業を営業されておられる、例えば

各水産会社ですとか、各農業者等々にそこの企業がアポイントをとっていただいて、そこのアポの

つなぎは伊根町のほうでお手伝いをさせていただこうと思うんですけれども、そのうちは、一次産

業の事業者の皆様方と意見交換をする中で、例えばそこの都市から来た企業からいろいろな提言、

一次事業者さんに向けた提言、発案等がいただけて、それが一次事業者の皆さん方の収益につなが

ればという思いを持った事業でございます。 

 これが今回、伊根町だけじゃなしに、そのコーディネーターは伊根町と与謝野町で連携して取り

組みを進めたいという、今、現段階では思いを持っておりまして、せっかく来るんですから、北部

だけで伊根町だけじゃなしに与謝野町、伊根町と連携したような取り組みを一緒に進めていきたい

というふうに考えておりまして、今回は、与謝野町でもこれに係る補正予算については審議がなさ

れておるものだというふうに伺っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） ほかに。４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） 企業が来られるんですかね。具体的に企業がわかっているんであれば。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 現段階では、まだどういった企業がというところは確定はしてお

りません。これから、京都府から推薦いただく、企業を引っ張ってきていただけるコーディネータ

ーと調整をしながら、ぜひとも伊根町の条件に合うすばらしい企業が来ていただけることを望んで
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おるところでございます。それについては、伊根町も一緒にコーディネーター、京都府とも協議を

しながら来ていただける企業については詰めをしていきたいというふうに考えております。 

 また、来ていただいた企業については、就業時間中はそこの舟屋日和を拠点として活動していた

だきますが、そこから各町内、いろんなところに出かけていっていただいて、そこの事務所に帰っ

てきて事務を進めるといったことでございます。ただ、その来ていただける企業の社員については、

多分、伊根町内のどこかの泊まれる旅館、民宿等で泊まっていただいて、仕事を進めていただける

もんだというふうに認識をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） ４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） よくわかりました。 

 ただ、その職員ですか、企業の方が単体では多分何もできないと、最初のうちは職員の方がまた

つくのかなと思うんですけれども、企画観光課のほうで担当されるんであれば、また二重三重にい

ろんなことをやるんではなくて、本当に地域のための力になる企業に来ていただいて、その方をサ

ポートするんであるんであれば、やっぱり専属といいますか、何かいろんなことをいろいろするん

ではなくて、ちょっとしっかりと一つのことをやっていただくというのも大事かなというふうに思

います。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 松山議員から、以前からその旨については議会でもご発言いただ

いておりますので、そのあたりは十分配慮しながら事業を展開していきたいと思っております。 

○議長（泉 敏夫君） ８番、上辻亨君。 

○８番（上辻 亨君） １９ページの防犯・暴力追放対策費ということで、防犯カメラを今あると

ころに２基、交差点に２基増設されるということですが、場所はどことどこなんでしょうかという

ことと、また、春から運用開始されておるわけですが、現在利用された、警察のほうから提示して

くれとかいうようなことはあったのか、お聞きしたいです。 

○議長（泉 敏夫君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 北の端と南の端のそれぞれなんです。国道を監視する部分で、ほかの

ところは町道等につけましたり、府道につけましたところはその道だけのところですという状況で

ございます。 

 それと、実際に何件かございまして、犯罪抑止ではなくて行方不明者の捜索にかかわるもので何

回か聞かせていただいて、ちょっと正確な数はあれなんですけれども、複数回でございます。 

○議長（泉 敏夫君） ほかに。７番、佐戸仁志君。 

○７番（佐戸仁志君） ３７ページの町有公園管理事業、大型バス１台入れるために１００万円近

いお金を使うということなんですが、この大型バスを有料化するつもりがあるのかないのか、ちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） すぐ横には普通乗用車用の有料駐車場がございますので、大型バ

スについてもそれを取るべきなのか、今後どう考えていくべきなのかということを今、行政内部で

も調整をしておるところでございます。この後、ただ指定管理の絡みも出てきますので、そのあた

りと一緒になって今後の検討を進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（泉 敏夫君） ほかに質疑はありませんか。３番、濱野茂樹君。 

○３番（濱野茂樹君） 先ほどの関連質問になりますけれども、大型バスの区画を１台か２台とい

うことで、その近くには町道の少し広い町道敷がございます。そちらを利用することも一つは考え

られるんではないかというのは、もう現時点で今ある１台分のスペースと、あとその町道のあいた

スペースにバスがとまっているとき、結構見受けられるんです。ということを考えれば、ここの

１００万円をかけずにでも、そういった町道敷でありますので財産管理の一部として検討すること

もできたんではないかと思うんですが、その辺についてお聞かせ願います。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 今、濱野議員のほうから、町道の広い場所での、例えばバスの駐



11 

車場整備ということだろうと思いますが、今までちょっと念頭にはございませんでしたので、今後、

地域整備課とも協議をしながら検討を進めさせていただきたいと思います。 

○議長（泉 敏夫君） ３番、濱野茂樹君。 

○３番（濱野茂樹君） 十分検討いただくとして、２３ページの国民健康保険特別事業勘定繰出金

ということで、交付税算入されていた分を国保の一元化を見越して、国保税の抑制的な形につなが

るんですかね。そういった意味合いで、法令に基づいて一般会計から繰り出しするというような説

明だったと思うんですが、それについてなんですが、ということは、国保税について今回この

２３５万が入ることによって、さらに引き下げも検討しているのか、そうではなくて、あくまで今

ある国保税を維持していくんだという意味合いでのあれなのかどうか、その辺についてお聞かせ願

います。 

○議長（泉 敏夫君） 石野課長。 

○住民生活課長（石野 靖君） 濱野議員からの、国保税の今後のことかと思うんですが、まず、

そもそも交付税への計上であったため、町で繰り出すか繰り出さないか今までしておったところで

はあるんですが、今回このように繰出金として上げた経過には、府内でもこういったことを行って

いないようなところもあるような中で、そういった調査がまず回ってきたこともありまして、ここ

は一旦検討すべきということで検討させていただきました。 

 今後、国保税が府内で一番低いというところから、一元化という話を聞きますと、どうしても上

がらざるを得ない、やむなしと考えることから、こうした繰り出せる財源、法的に認められている

財源はやはり適正に繰り出していく中で、今後の動向も見据え、極力、住民負担とならないような

方法を探ったところであります。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） ４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） ３０、３１なんですけれども、猿の調査にかかわる車の買い上げというと

ころで、車を買い上げられて、その先それが何年ぐらい続くのか、また、今調査されていて、その

先の展開はどうなるのかというところをちょっとお教え願います。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 鳥獣害については、個体数調整ということで、３５０頭を約

２００頭減らすということで進めております。当初は宮津Ａ群だけだったのが、伊根Ｂ、Ｃ、Ｄ群、

この３つの群れも追加して調査するということで、新たに年数が延びたということで、当初は調子

よくとれたので見通しも立っておったんですが、なかなか最後のほうになりまして、例えば発信器

をつけた雌猿が死んでつけられなくなったとかいうことで、なかなか今、停滞しておる状況です。 

 そのような中で、この先リース料でずっと続けるよりは、もういっそ購入したら、大体年間

５０万円ぐらいリース料がかかっておりますので、２年間で元が取れますので、２年では完了しな

いだろうということで、今回、本当は気づくのが遅かったんですけれども、申しわけなかったんで

すけれども、今回計上させていただいたところでございます。 

 それで、現在のところ、捕獲状況につきましては、伊根Ｃ群が完了、６０頭を３０頭にするとい

うことが完了しております。それから宮津Ａ群が１５０頭を５０頭にするという計画で、あと数頭

で、もう五十数頭しかおりませんので、５頭ぐらいで多分完了になると思います。 

 今は新たにこの前、泊泉苑から最終処分場に行くところの途中に、少し小さな、今までの半分ぐ

らいの捕獲おりを先週設置いたしました。そこで今度は伊根Ｄ群、これを全滅させるということで

４０頭をゼロにするという計画を持っております。これが何年でできるかというのが、ちょっと確

約はできませんが、一度に入っていただいたらすぐに終わるんですが、これが一番大きな課題とな

っております。 

 恐らく今までのパターンで言うと、半数はすぐにとれても残り半数に何年かかかるのかなという

ことで、一概に、見込みを発言しろと言われましたが、なかなかいつまでに完成させますというこ

とが言えないという事情を、ちょっとご配慮いただきたいなと思っております。 

 しかしながら、かなり目標に近づいているということだけは、実績は上がっているということだ

けはご認識いただきたいと思います。 
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 あと、伊根Ｂ群につきましては、２２頭の群れを５頭にすると、雌だけ５頭にするということに

なっておりますので、今のところあと１７頭と４０頭と数頭ですので、６０頭少しぐらいをとって

しまわないと計画達成にならないという状況でございます。 

○議長（泉 敏夫君） ４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） ということは、それを達成するまでこの調査を続けるということですか。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） はい。 

○４番（松山義宗君） 発信器とおっしゃいましたけれども、その発信器から今でもアンテナを持

ってやっているんですか。それではなくて、その発信器をつけるときというのは、猿を捕獲して発

信器をつけているんですか。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） そうです。 

○４番（松山義宗君） それが、じゃ、その群れが、発信器をつけた親分が死んじゃうとわからな

いということになるわけですよね。それとか、もっと群れを離れて二、三頭で活動しているものと

か、京丹後から渡ってきているものとかというのもあるんですけれども、そういったのは京丹後市

とまた新たに調整をしたりとか、あるいは与謝野町と調整をしたり、宮津市と調整をしたりという

そういう会議も開かれながら今こういう状況にありますよというのも把握されているんですか。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） まず発信器の話でございますが、比較的若い雌猿に設置します。

この前も、本庄に設置のおりに、もうほぼ達成した群れの猿で、発信器がついていない群れだった

ので、その中で雌の中でも一番若そうなお母さん猿に発信器をつけて解放したということでござい

ます。 

 それから、あと、京丹後市からも、特に筒川のほうに入ってきておるという情報もありまして、

今後、京丹後市と共同で情報提供し合って対策を考えるという動きも今、起こしつつありますが、

宮津市とは宮津Ａ群で共同で捕獲しております。与謝野町とは今のところ、共同の計画は、活動域

が重なっておりませんので、今のところは京丹後市と宮津市と情報提供、それから情報共有して協

議しながら進めていくというふうにしております。 

○議長（泉 敏夫君） ２番、藤原正人君。 

○２番（藤原正人君） 毎年、猿も子供が生まれて増えてくるわけなんですけれども、その群れに

よっては、獲ってはいけない頭数は、残す頭数が決まっておるわけですけれども、その毎年生まれ

た頭数の子猿のカウントというのはどうなっとるんですか。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） これにつきましては、３５０頭、最初に町内にいるということを

しました。それからその２年後ぐらいにまた生息調査しまして、そこで子供が何ぼ増えたとかしと

りますが、それ以降、ですから２５年度以降は正確な調査をしておりません。捕獲した数だけをカ

ウントしておりますので、実際には子供が増えておりますので何十頭かぐらいはまだとり残しが、

カウントし残しがあるのかなという状況でございます。 

 これにつきましては、一旦目標数を捕獲した段階で新たに専門家に委託して生息調査を実施し、

現在の群れごとの数を把握するという方向になりますので、ある程度目標を達成した時点でのカウ

ントになると考えております。 

○議長（泉 敏夫君） ほかに質疑はございませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑

を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第６１号 平成２９年度伊根町一般会計第４回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件
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は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第７ 議案第６２号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第７、議案第６２号 平成２９年度伊根町国民健康保険特別会計第

１回補正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６２号 平成２９年度伊根町国民健康保険特別会計第１回補正予算

についてでございます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 事業勘定の歳入歳出予算総額に６９万１，０００円を追加し、３億９，４３４万４，０００円と

するものでございます。 

 ４２、４３ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 ３款国庫支出金 ２項国庫補助金４９万５，０００円の増額は、国保広域化にかかわるシステム

改修補助金でございます。 

 １０款繰入金 １項他会計繰入金２４３万５，０００円の増額は、財政安定化支援事業繰り入れ

によるものでございます。２項基金繰入金２２３万９，０００円の減額は、財源調整のための繰り

入れの減額でございます。 

 ４４、４５ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費 １項総務管理費４９万６，０００円の増額は、広域化にかかわるシステム改修経費

でございます。 

 ２款保険給付費 ６項精神・結核医療付加金７万８，０００円の増額。 

 ８款保健事業費 ３項総合保健事業費７万９，０００円の増額でございます。 

 １１款諸支出金 １項償還金及び還付加算金３万８，０００円の増額でございます。 

 ４１ページに戻っていただき、伊根診療所勘定の歳入歳出予算総額に４９６万６，０００円を追

加し、９，８５３万６，０００円とするものでございます。 

 ５６、５７ページをご覧ください。 

 歳入でございます。 

 ７款繰入金 １項他会計繰入金５６６万６，０００円の増額は、財源補塡繰り入れでございます。 

 １１款１項町債７０万円の減額でございます。 

 ５８、５９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費 １項施設管理費４９６万６，０００円の増額は、非常勤の看護師１名分の賃金と、

玄関周辺の舗装修繕などによるものでございます。 

 次に、６０、６１ページをお願い申し上げます。 

 第２表、地方債の補正です。 

 今年度購入予定の医療機器器具のうち、携帯型機械が起債対象外とされたため、減額をするもの

でございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 石野課長。 

○住民生活課長（石野 靖君） 議案第６２号 平成２９年度伊根町国民健康保険特別会計第１回

補正予算について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。３番、濱野茂樹君。 

○３番（濱野茂樹君） ６９ページの工事請負費で、交通事業者がそこを通るために舗装が傷みと

いうことなんですけれども、その利用されている交通事業者が負担するようなことにはならないの

かなというふうに思いまして、その辺についてお伺いしたいと思います。 
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○議長（泉 敏夫君） 石野課長。 

○住民生活課長（石野 靖君） 今回のこのバス停の移設につきましても、診療所への受診を希望

される方がより便利なように、診療所前のバス停にならないかというようなこともあり、町としま

しても交通業者のほうにそのようなことをお願いした経過もありまして、やはりここは町の責任を

持って、バスが通行しても支障のない舗装厚とするべきと判断しました。 

○議長（泉 敏夫君） ほかにご質疑ございませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑

を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第６２号 平成２９年度伊根町国民健康保険特別会計第１回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第８ 議案第６３号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第８、議案第６３号 平成２９年度伊根町簡易水道特別会計第１回補

正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６３号 平成２９年度伊根町簡易水道特別会計第１回補正予算につ

いてでございます。 

 ７１ページをご覧ください。 

 歳入歳出予算総額に１２０万２，０００円を追加し、１億６４４万１，０００円とするものでご

ざいます。 

 ７２、７３ページをご覧ください。 

 歳入でございます。 

 ５款繰入金 １項他会計繰入金１２０万２，０００円の増額です。 

 ７４、７５ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 １款総務費 １項総務管理費４万７，０００円の減額です。２項施設管理費１２４万

９，０００円の増額は、朝妻浄水場の流量計修繕工事などによるものでございます。 

 担当課長からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。質疑がないようであり

ます。これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。 

 お諮りします。本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６３号 平成２９年度伊根町簡易水道特別会計第１回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第９ 議案第６４号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第９、議案第６４号 平成２９年度伊根町介護保険特別会計第１回補

正予算を議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６４号 平成２９年度伊根町介護保険特別会計第１回補正予算につ

いてでございます。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 保険事業勘定の歳入歳出予算総額に７６万２，０００円を追加し、４億３，５３２万

１，０００円とするものでございます。 

 ８６、８７ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 １０款繰入金 １項一般会計繰入金６万１，０００円の増額。 

 １１款１項繰越金７０万１，０００円の増額でございます。 

 ８８、８９ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ５款地域支援事業費 ２項包括的支援事業・任意事業費６万１，０００円の増額。 

 ８款諸支出金 １項償還金及び還付加算金７０万１，０００円の増額は、過年度分の精算による

ものでございます。 

 細部説明につきましては省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑はございませんか。質疑がないようであり

ますが、これで質疑を終わりたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６４号 平成２９年度伊根町介護保険特別会計第１回補正予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１０ 議案第６５号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１０、議案第６５号 伊根町職員定数条例の一部改正についてを議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６５号 伊根町職員定数条例の一部改正についてでございますが、

農業委員会等に関する法律の改正に伴う所要の改正を行うもので、引用条文の改正でございます。 

 細部説明につきましては省略させていただきますが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑がないようでありますが、これで質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６５号 伊根町職員定数条例の一部改正についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 
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◎ 日程第１１ 議案第６６号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１１、議案第６６号 平成２９年度伊根漁港海岸保全施設整備工事

請負契約の締結についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６６号 平成２９年度伊根漁港海岸保全施設整備工事請負契約の締

結についてでございます。 

 今年度の海岸保全工事の契約締結でございます。契約の締結に当たり、議会の議決を付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 白須課長。 

○地域整備課長（白須 剛君） 議案第６６号 平成２９年度伊根漁港海岸保全施設整備工事請負

契約の締結について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６６号 平成２９年度伊根漁港海岸保全施設整備工事請負契約の締結についてを

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 ここで休憩をいたします。 

 再開は１時から行いたいと思います。 

休憩 １１時５６分 

再開 １３時０１分 

○議長（泉 敏夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程第１２ 議案第６７号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１２、議案第６７号 与謝野町及び伊根町との間の電子情報処理組

織による戸籍事務の委託についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６７号 与謝野町及び伊根町との間の電子情報処理組織による戸籍

事務の委託についてでございます。 

 地方自治法第２５２条１４第１項の規定により、戸籍事務を委託するため、同条第３項において

準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 石野課長。 

○住民生活課長（石野 靖君） 議案第６７号 与謝野町及び伊根町との間の電子情報処理組織に

よる戸籍事務の委託について説明（担当課長説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６７号 与謝野町及び伊根町との間の電子情報処理組織による戸籍事務の委託に

ついてを採決します。 

 本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、

本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１３ 議案第６８号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１３、議案第６８号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定につい

てを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６８号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定についてでございま

す。 

 伊根浦公園の包括管理委託を行うため、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社伊根地域

本部、従来の伊根町観光協会を指定管理者に指定しようとするものでございます。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 議案第６８号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定について説

明（担当課長説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。４番、松山義宗君。 

○４番（松山義宗君） 既にもう私がやりたいというような名乗りを上げていらっしゃるところは

あるんですか。 

○議長（泉 敏夫君） 上山課長。 

○企画観光課長（上山富夫君） 松山議員のご質問、サブリース、飲食供給スペースの件だと思い

ますが、現在私どものほうの耳には入ってございません。これから指定管理となれば、今日、ご可

決していただいた後に観光協会のほうで公募を行う準備を進めていただくというふうに確認をとっ

ております。 

○議長（泉 敏夫君） ほかに質疑ありませんか。質疑がないようでありますが、これで質疑を終

わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６８号 伊根町伊根浦公園の指定管理者の指定についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１４ 議案第６９号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１４、議案第６９号 教育委員会委員の任命についてを議題としま

す。 

 提出者の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第６９号 教育委員会委員の任命についてでございます。 

 現職の委員１名が、平成２９年９月３０日付で任期満了となることから、新たに下野透氏を教育

委員会委員に任命するため、議会の同意を求めるものでございます。 
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 人事案件であり、担当課長等からの細部説明については省略させていただきますが、ご審議の上、

ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第６９号 教育委員会委員の任命についてを採決します。 

 本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本件は同意

することに決定しました。 

 

◎ 日程第１５ 議案第７０号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１５、議案第７０号 損害賠償の額の決定及び和解することについ

てを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第７０号 損害賠償の額の決定及び和解することについてでございま

す。 

 自動車事故の損害賠償の額を決定し和解するため、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第

１３号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、担当課長等からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 増井会計管理者。 

○会計管理者（増井和彦君） 議案第７０号 損害賠償の額の決定及び和解することついて説明

（担当管理者説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから議案第７０号 損害賠償の額の決定及び和解することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 日程第１６ 議案第７１号 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１６、議案第７１号 伊根町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議案第７１号 伊根町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでござ

います。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において、準用する同条第１項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

 細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 鍵課長。 

○総務課長（鍵 良平君） 議案第７１号 伊根町過疎地域自立促進市町村計画の変更について説
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明（担当課長説明記載省略） 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。質疑がないようでありま

すが、これで質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。 

 これから議案第７１号 伊根町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 休憩いたします。 

休憩 １３時２９分 

再開 １３時３０分 

○議長（泉 敏夫君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 日程の追加 

○議長（泉 敏夫君） ただいま濱野茂樹君外５人から発議第１号 軍事的挑発を繰り返す北朝鮮

を非難し、拉致問題の早期解決を求める決議についての件が提出されました。これを日程に追加し、

追加日程第１として議題にしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。発議第１号 軍事的挑発を繰り返す北朝鮮を非難し、

拉致問題の早期解決を求める決議についての件を日程に追加し、追加日程第１として議題とするこ

とに決定しました。 

 

◎ 追加日程第１ 発議第１号 

○議長（泉 敏夫君） 追加日程第１、発議第１号 軍事的挑発を繰り返す北朝鮮を非難し、拉致

問題の早期解決を求める決議についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 休憩いたします。 

休憩 １３時３２分 

再開 １３時３３分 

○議長（泉 敏夫君） 再開します。３番、濱野茂樹君。 

○３番（濱野茂樹君） それでは、発議第１号 軍事的挑発を繰り返す北朝鮮を非難し、拉致問題

の早期解決を求める決議について提案理由を説明させていただきます。 

 本年８月２９日、北朝鮮は弾道ミサイルを発射し、北海道及び東北地方上空を通過、その後襟裳

岬の東方約１，１８０キロメートルの太平洋に落下させました。続く９月３日には、６回目となる

核実験を強行し、弾道ミサイルに搭載可能な水爆の実験に成功したと北朝鮮自らが発表したわけで

あります。 

 これまでも挑発的な弾道ミサイルの発射を繰り返してきましたが、今回の弾道ミサイルは我が国

を飛び越え、落下物等による被害はなかったとはいえ、日本国民の生命と財産を奪いかねない暴挙

であります。また、過去に例のない規模で行った核実験は、国際的な軍縮、不拡散体制への重大な

挑戦であり、かつ、我が国に対する直接的驚異として断じて容認できるものではありません。 

 これらは、昨年１１月に国際連合安全保障理事会で採択された決議第２３２１号をはじめとする

類似の安保理決議や、日朝平壌宣言に違反するとともに、六者会合共同声明の趣旨にも反するもの

であります。 

 このような行為に対し、これまで以上に断固とした抗議をするとともに、戦端を開くことにもな

りかねない弾道ミサイルの開発を停止し、さらなる軍事的挑発を行わないこと、並びに核兵器開発
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の停止を求めるとともに、いまだ解決されていない大きな人権問題である拉致事件の解決もあわせ

て北朝鮮に強く求めるものであります。 

 また、日本国政府においては、国民の生命・財産を守る万全の体制を早急に構築し、国際連携を

強化するとともに、対話による平和的解決にも努めること、北朝鮮への制裁の実効性を高めるとと

もに、拉致被害者全員の早期帰国を実現するため、あらゆる施策を動員して、迅速に実行すること

を強く求める決議でございます。 

 議会としての意識形成行為でございますので、議員各位のご同意を賜りますようお願い申し上げ

て、説明とさせていただきます。 

○議長（泉 敏夫君） これから質疑を行います。質疑ございませんか。質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案について討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。討論を省略します。 

 これから発議第１号 軍事的挑発を繰り返す北朝鮮を非難し、拉致問題の早期解決を求める決議

についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって、本案

は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 散  会 

○議長（泉 敏夫君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 坂中代表監査委員さんには、大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございました。 

 なお、明後日９月８日金曜日、全員協議会を午前９時３０分から開催いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

 皆さん、大変ご苦労さまでした。 

散会 １３時３７分 
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